
 

介護職員処遇改善加算（４月１日適用分）の届出手続きについて 

 

１ 届出書の提出期限 

区分 提出期限 加算の取扱い 

①介護職員処遇改善交付金の平成 24 年度申請（平成

24 年 2 月及び 3 月サービス分）をしている事業所 

※ただし、キャリアパス及び定量的要件を満たして

いない事業所が、要件を変更する場合を除く。 

5月31日(木) 

「４月１日加算あり（交付金の

交付率に応じた加算）」とみなし

て取扱う。 

②①以外の事業所 

【居宅】訪問介護、訪問入浴、通所介護、通所リハ 
3月23日(金) ４月１日加算適用 

③①以外の事業所 

【居宅】短期入所生活介護、短期入所療養介護、 

特定施設入居者生活介護 

【施設】介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 

介護療養型医療施設） 

3月30日(金) ４月１日加算適用 

 

２ 提出方法、提出先 

居宅サービス（介護予防サービスを含む）は「郵送」で所管の福祉相談センターへ。 

施設サービスは「郵送」で高齢福祉課へ。 

封筒には「制度改正書類在中」と朱書きしてください。 

 

介護職員処遇改善交付金は、法人単位で、地域密着サービスを含む県下全ての事業所分について、

県に提出いただいておりましたが、介護職員処遇改善加算については、他の加算と同様に事業所単位

で、指定権者（県、市町村）あて届出いただくことになります。 

なお、複数の介護サービス事業所を有する介護サービス事業者については特例で、県内外を問わず

複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成することが認められており、法人単位でそ

れぞれの指定権者（県、市町村）あて届出いただくことが可能です。 

 

３ 届出書類 

(1)  別紙様式１（平成 24 年度介護職員処遇改善加算届出書） 

  届出書は、同時に算定要件の「労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていない」

ことの確認書を兼ねています。 

(2) 別紙様式２（介護職員処遇改善計画書（平成 24 年度届出用）） 

(3) 別紙様式２（添付書類１）（介護職員処遇改善計画書（事業所一覧表）） 

  １事業所のみで介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付不要です。なお、介護予防サー

ビスも１事業所としてカウントします。 

(4) 別紙様式２（添付書類２）（介護職員処遇改善計画書（都道府県情報一覧表）） 

(5) 別紙様式２（添付書類３）（介護職員処遇改善計画書（市町村一覧表）（再掲）） 

県外の事業所を含む複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、(4)

及び(5)を添付してください。 

県内の事業所を含む複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、(5)

を添付してください。(4)の添付は必要ありません。 

(6) 別紙様式３（キャリアパス要件等届出書（平成 24 年度分）） 

(7)  その他（就業規則の写し、給与規程の写し、※労働保険に加入していることが確認できる書類） 

 ※労働保険に加入していることが確認できる書類については、新規事業所で届出時点において確認

書類が添付できない場合は、労働保険の手続き完了後速やかに確認書類を提出してください。 

※上記１②③の事業所にあっては、上記書類に加え、「介護給付費算定に係る届出書（別紙２）」及

び「介護給付費算定に係る一覧表」を添付し、他の加算届と一体的に届出を行ってください。 

 

届出様式はこちらです。 

変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧を参考にしてください。 

記載例はこちらです。 

 

http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/application/form/form_index.html#kaizen
http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/application/kasan-henkou.html#ichiran
http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/application/form/form_index.html#kaizen


 

 

４ 添付書類の省略について 

上記３届出書類のうち、「(6)別紙様式３（キャリアパス要件等届出書（平成 24 年度分））及び(7)」

については、すでに介護職員処遇改善交付金で県（高齢福祉課又は福祉相談センター）に同書類を提

出済みの場合であって、次の表に該当する場合（書類の提出先が同じである場合）は、省略可能とし

ます。 

 
サービス区分 

書類の提出先 
(7)添付書類省略の可否 

処遇改善交付金 処遇改善加算 

① 施設サービス 高齢福祉課 高齢福祉課 省略可 

②   〃   〃 政令市・中核市 添付（省略不可） 

③ 居宅サービス 高齢福祉課 福祉相談センター 添付（省略不可） 

④   〃   〃 政令市・中核市 添付（省略不可） 

⑤   〃 福祉相談センター 福祉相談センター 省略可 

⑥ 地域密着サービス 高齢福祉課 市町村 添付（省略不可） 

⑦   〃 福祉相談センター 市町村 添付（省略不可） 

 

５ 複数サービスを同一の福祉相談センターに提出する場合の提出書類の取扱い 

（１）3月 23日又は 3月 30日提出期限の上記１①②の事業所の場合 

複数サービスを同時に届出する場合で、提出書類が全て同じである場合は、一方サービスの届出

書類は、上記３届出書類のうち、「(1)別紙様式１（平成 24 年度介護職員処遇改善加算届出書）、 (2)

別紙様式２（介護職員処遇改善計画書（平成 24 年度届出用））及び(3)別紙様式２（添付書類１）（介

護職員処遇改善計画書（事業所一覧表））」を除くその他の書類は省略可能とします。 

なお、「介護給付費算定に係る届出書（別紙２）」及び「介護給付費算定に係る一覧表」はそれぞ

れのサービス毎に届出が必要です。 

 

（例：尾張福祉相談センターに、訪問介護（予防を含む）と通所介護（予防を含む）の加算届を同

時に届出する場合（提出書類が全て同じである場合に限る。）は、訪問介護（予防を含む）の届出

書には全ての書類を添付し、通所介護（予防を含む）の届出書は、「(1)別紙様式１（平成 24 年度介

護職員処遇改善加算届出書）、 (2)別紙様式２（介護職員処遇改善計画書（平成 24 年度届出用））、

(3)別紙様式２（添付書類１）（介護職員処遇改善計画書（事業所一覧表））の他「介護給付費算定に

係る届出書（別紙２）」と「介護給付費算定に係る一覧表」」を提出すればよいこととします。） 

 

（２）5月 31日提出期限の上記１①の事業所の場合 

複数サービスを同時に届出する場合で、提出書類が全て同じである場合は、サービス毎の届出は

必要なく、１通でよいこととします。 

 

６ 留意事項 

 ○ 加算は毎年度、届出が必要であり、また、毎年度、実績報告が必要です。 

○ ４月１日適用分以外の届出書の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。 

算定を受けようとする月 提出期限 

５月１日適用分（新規事業所等） ３月３０日（金） 

６月１日適用分（新規事業所等） ４月２７日（金） 

○ 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合とキャリアパス要件等に関す

る適合状況に変更があった場合は、変更届が必要です。 

○ 実績報告に関して、平成 24 年度にあっては、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日（最

後の加算の支払月が平成 25 年 5 月(平成 25 年 3 月サービス分)であれば平成 25 年 7 月末日）まで

に実績報告書の提出が必要となります。平成 25 年度以降も同様です。 

○ その他詳細は、「介護職員処遇改善加算（愛知県内事業所が対象）に関する取扱い」をご覧くだ

さい。 

 

http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/application/form/improve/point/point.pdf

